
久喜市公共施設予約サービス利用者登録等に関する規則の一部を改正する 

規則 

久喜市公共施設予約サービス利用者登録等に関する規則（平成２２年久喜市規

則第１６８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１から別表第３までの規定中「久喜市鷲宮西コミュニティセンター」を

「久喜市鷲宮西コミュニティセンター 久喜市桜田コミュニティセンター」に改

める。 

  附 則 

 この規則は、令和６年１０月１１日から施行する。 

 


